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手続き・お知らせ

問 

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
７
１
０
9
）

お知らせ

就
学
時
健
康
診
断
の
お
知
ら
せ

　

平
成
31
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学

す
る
児
童
の
就
学
時
健
康
診
断
を
次

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　

健
康
診
断
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
を

８
月
末
に
ご
自
宅
へ
郵
送
し
ま
す
の

で
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
学
校
で

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

受
診
校
は
、
平
成
30
年
８
月
時
点

で
の
住
所
（
学
区
）
に
基
づ
き
指
定

し
ま
す
。

※
健
康
診
断
に
は
２
～
３
時
間
を
要

し
ま
す
。

※
指
定
の
日
程
で
都
合
が
悪
い
方

や
、
市
立
小
学
校
以
外
の
学
校
に
入

学
予
定
の
方
は
、
学
校
教
育
課
へ
事

前
に
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

学校名 実施日 受付時間

福岡小学校 ９ 月 27 日 ㈭ 午後１時 30 分 ～ １時 50 分

谷原小学校 10 月 ４ 日 ㈭ 午後１時 30 分 ～ １時 50 分

十和小学校 10 月 ４ 日 ㈭ 午後１時 40 分 ～ １時 50 分

板橋小学校 1 0 月 1 0 日 ㈬ 午後０時 50 分 ～ １時 10 分

東小学校 1 0 月 1 0 日 ㈬ 午後１時 10 分 ～ １時 25 分

豊小学校 1 0 月 1 1 日 ㈭ 午後１時 10 分 ～ １時 25 分

谷井田小学校 1 0 月 1 2 日 ㈮ 午後１時 ～ １時 20 分

三島小学校 1 0 月 1 6 日 ㈫ 午後１時 10 分 ～ １時 20 分

小絹小学校 1 0 月 1 8 日 ㈭ 午後０時 50 分 ～ １時 10 分

陽光台小学校 1 0 月 1 8 日 ㈭ 午後０時 45 分 ～ １時 15 分

小張小学校 1 0 月 2 4 日 ㈬ 午後１時 30 分 ～ １時 45 分

富士見ヶ丘小学校 11 月 １ 日 ㈭ 午後０時 45 分 ～ １時 15 分

■各学校の実施日と受付時間

都
市
計
画
に
関
す
る
説
明
会
・
公
聴
会

問 

谷
和
原
庁
舎
都
市
計
画
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
５
１
０
６
）

お知らせ

　

都
市
計
画
道
路
「
守
谷
・
小
絹
線
」

の
都
市
計
画
変
更
（
道
路
線
形
の
一

部
変
更
）
に
あ
た
り
、
説
明
会
お
よ

び
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
説
明
会
の
開
催

▼
日
時
＝
8
月
25
日
㈯　

午
前
10
時
～

▼
場
所
＝
谷
和
原
公
民
館
大
会
議
室

■
公
聴
会
の
開
催　

▼�

日
時
＝
9
月
18
日
㈫　

午
後
１
時

30
分
～

▼�

場
所
＝
谷
和
原
庁
舎
２
階
第
１
・

２
会
議
室

　

公
聴
会
で
は
、
原
案
に
対
し
て
、

公
述
人
と
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
意
見
を
述
べ
る
こ
と

を
希
望
す
る
方
は
、
提
出
期
間
内
に

公
述
申
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
公
述
申
出
書
の
提
出
が

市
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
の
追
加
受
付

問 

伊
奈
庁
舎
財
政
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
２
０
５
）

手続き・申請

　
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
業
務
委

託
お
よ
び
物
品
納
入
な
ど
の
競
争
入
札

へ
参
加
を
希
望
す
る
方
の
「
入
札
参
加

資
格
申
請
」の
追
加
受
付
を
行
い
ま
す
。

▼
受
付
期
間
＝
８
月
６
日
㈪
～
17
日

　

㈮
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
提
出
書
類
＝
申
請
書
・
添
付
書
類

　

な
ど
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
方
法
＝
郵
送
ま
た
は
持
参

▼
登
録
期
間
＝
10
月
１
日
㈪
～
平
成

　

31
年
３
月
31
日
㈰

▼
郵
送
先
・
受
付
場
所
＝
〒
３
０
０

　

‐
２
３
９
５　

つ
く
ば
み
ら
い
市

　

福
田
１
９
５　

つ
く
ば
み
ら
い
市

　

役
所
財
政
課　

契
約
検
査
係

な
い
場
合
は
、
公
聴
会
は
開
催
さ
れ

ま
せ
ん
。

▼
原
案
の
閲
覧
期
間
＝
9
月
3
日
㈪

　

～�

11
日
㈫　

※
閉
庁
日
除
く

▼
原
案
の
閲
覧
場
所
＝
谷
和
原
庁
舎

　

都
市
計
画
課

▼
提
出
期
間
・
方
法
＝
9
月
3
日
㈪

　

～
11
日
㈫
ま
で
に
郵
送
（
必
着
）

　

ま
た
は
直
接
持
参
※
閉
庁
日
除
く

▼
提
出
先
＝
市
長　

小
田
川
浩

　
（
〒
３
０
０
‐
２
４
９
２�

つ
く
ば

　

み
ら
い
市
加
藤
２
３
７�

都
市
計

　

画
課
扱
い
）
宛
て

▼
公
述
人
の
決
定
＝
公
述
人
が
多
数

　

の
場
合
、
選
定
さ
れ
な
い
こ
と
も

　

あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

　

了
承
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
「
現
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

問 

伊
奈
庁
舎
こ
ど
も
福
祉
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
２
０
５
）

手続き・申請

案
内
の
送
付
は
７
月
下
旬

８
月
中
に
手
続
き
を

　�

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
現
況
届
は
、
毎
年
８

月
１
日
に
お
け
る
状
況
を
、
受
給
者

本
人
に
届
け
出
て
も
ら
い
、
あ
わ
せ

て
前
年
分
の
所
得
状
況
を
確
認
す
る

重
要
な
手
続
き
で
す
。

　

こ
の
届
け
出
に
よ
り
、
今
年
の

８
月
か
ら
来
年
の
７
月
ま
で
の
手

当
の
受
給
資
格
と
手
当
額
を
決
定

し
ま
す
。

　

７
月
下
旬
に
案
内
文
を
郵
送
し
ま

す
。
届
い
た
ら
、
内
容
を
ご
確
認
の

上
、
提
出
書
類
を
そ
ろ
え
て
、
８
月

末
日
ま
で
に
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ

い
（
郵
送
不
可
）。

　

現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
８
月

分
以
降
の
手
当
が
差
し
止
め
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
現
況
届
未
提
出
の
ま

ま
２
年
間
を
経
過
す
る
と
、
時
効
に

よ
り
手
当
の
受
給
資
格
を
喪
失
し
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

手続き・お知らせ


